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昭
和
四
十
六
年
三
月
農
林
省
告
示
第
三
百
四
十
六
号
（
農
薬
取
締
法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
基
準
を
定
め

る
等
の
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
表

○

昭
和
四
十
六
年
三
月
農
林
省
告
示
第
三
百
四
十
六
号
（
農
薬
取
締
法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
基
準
を
定
め
る
等
の

件
）

（
抄
）

改

正

案

現

行

一

当
該
農
薬
が
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
場
合
は
、
農
薬
取
締
法
（
以
下

一

当
該
農
薬
が
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
場
合
は
、
農
薬
取
締
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
四
号
（
同
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お

「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
四
号
（
同
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

イ

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当
該

場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当

農
薬
を
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
作
物
（
樹
木
及
び
農
林
産
物

該
農
薬
を
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
作
物
（
樹
木
及
び
農
林
産

を
含
む
。
以
下
「
農
作
物
等
」
と
い
う
。
）
の
汚
染
が
生
じ
、
か
つ
、
そ
の
汚

物
を
含
む
。
以
下
「
農
作
物
等
」
と
い
う
。
）
の
汚
染
が
生
じ
、
か
つ
、
そ
の

染
に
係
る
農
作
物
等
又
は
そ
の
加
工
品
の
飲
食
用
品
が
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二

汚
染
に
係
る
農
作
物
等
又
は
そ
の
加
工
品
の
飲
食
用
品
が
食
品
衛
生
法
（
昭
和

十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格

二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格

（
当
該
農
薬
の
成
分
に
係
る
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
が
定
め
ら
れ
て
い
な

（
当
該
農
薬
の
成
分
に
係
る
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
が
定
め
ら
れ
て
い
な

い
場
合
に
は
、
当
該
種
類
の
農
薬
の
毒
性
及
び
残
留
性
に
関
す
る
試
験
成
績
に

い
場
合
に
は
、
当
該
種
類
の
農
薬
の
毒
性
及
び
残
留
性
に
関
す
る
試
験
成
績
に

基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
。
ロ
並
び
に
次
号
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同

基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
。
次
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
し
な

じ
。
）
に
適
合
し
な
い
も
の
と
な
る
こ
と
。

い
も
の
と
な
る
こ
と
。

ロ

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
家
畜
の

ロ

当
該
農
薬
の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物
質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し

飼
料
の
用
に
供
さ
れ
る
農
作
物
等
を
対
象
と
し
て
当
該
農
薬
を
使
用
し
た
場
合

た
物
質
を
含
む
。
以
下
「
成
分
物
質
等
」
と
い
う
。
）
が
家
畜
の
体
内
に
蓄
積
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に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
作
物
等
に
当
該
農
薬
の
成
分
で
あ
る
物
質
（
そ
の
物

さ
れ
る
性
質
を
有
し
、
か
つ
、
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の

質
が
化
学
的
に
変
化
し
て
生
成
し
た
物
質
を
含
む
。
以
下
「
成
分
物
質
等
」

申
請
書
の
記
載
に
従
い
家
畜
の
飼
料
の
用
に
供
さ
れ
る
農
作
物
等
を
対
象
と
し

（
食
品
衛
生
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ

て
当
該
農
薬
を
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
作
物
等
に
当
該
農
薬

れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
物
質

の
成
分
物
質
等
が
残
留
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
（
そ
の
残
留
量
が
き
わ
め
て
微

を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
と
い
う
。
）
が
残
留
す
る
農
薬
（
そ
の
残
留
量
が
き

量
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
毒
性
が
き
わ
め
て
弱
い
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
有
害
で

わ
め
て
微
量
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
毒
性
が
き
わ
め
て
弱
い
こ
と
等
の
理
由
に
よ

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

り
有
害
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
農
作
物
等

を
給
与
し
た
家
畜
か
ら
生
産
さ
れ
る
畜
産
物
（
家
畜
の
肉
、
乳
そ
の
他
の
食
用

に
供
さ
れ
る
生
産
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
が

残
留
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
当
該
畜
産
物
が
食
品
衛
生
法
第
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
規
格
に
適
合
す
る
も
の
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
量
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
量
を

超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
農
薬
が
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
場
合
は
、
法
第
三
条
第
一
項
第
五

二

当
該
農
薬
が
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
場
合
は
、
法
第
三
条
第
一
項
第

号
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る

五
号
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ

場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
が
土
壌
中
に
お
い
て
二
分
の
一
に
減
少
す
る
期
間
が

イ

当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
（
食
品
衛
生
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

ほ
場
試
験
に
お
い
て
百
八
十
日
未
満
で
あ
る
農
薬
以
外
の
農
薬
で
あ
つ
て
、
法

き
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の
と
し
て
厚

第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当
該
農
薬

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
物
質
を
除
く
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
土
壌
中
に
お

を
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
地
に
お
い
て
通
常
栽
培
さ
れ
る
農

い
て
二
分
の
一
に
減
少
す
る
期
間
が
ほ
場
試
験
に
お
い
て
百
八
十
日
未
満
で
あ

作
物
が
当
該
農
地
の
土
壌
の
当
該
農
薬
の
使
用
に
係
る
汚
染
に
よ
り
汚
染
さ
れ

る
農
薬
以
外
の
農
薬
で
あ
つ
て
、
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て

る
こ
と
と
な
る
も
の
（
食
品
衛
生
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
人
の

の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当
該
農
薬
を
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用
に
係
る



健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
量
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
量
を
超
え

農
地
に
お
い
て
通
常
栽
培
さ
れ
る
農
作
物
が
当
該
農
地
の
土
壌
の
当
該
農
薬
の

な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

使
用
に
係
る
汚
染
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
食
品
衛
生
法
第
十

一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
量
と
し
て

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
量
を
超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

(

略)

ロ

(

略)

ハ

当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
が
土
壌
中
に
お
い
て
二
分
の
一
に
減
少
す
る
期
間
が

ハ

当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
が
土
壌
中
に
お
い
て
二
分
の
一
に
減
少
す
る
期
間

ほ
場
試
験
に
お
い
て
百
八
十
日
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
法
第
二
条
第
二
項
第
三

が
ほ
場
試
験
に
お
い
て
百
八
十
日
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
家
畜
の
体
内
に
蓄
積

号
の
事
項
に
つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当
該
農
薬
を
使
用
し
た
場
合

さ
れ
る
性
質
を
有
す
る
農
薬
で
あ
つ
て
、
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
事
項
に

に
、
そ
の
使
用
に
係
る
農
地
に
お
い
て
そ
の
使
用
後
一
年
以
内
に
通
常
栽
培
さ

つ
い
て
の
申
請
書
の
記
載
に
従
い
当
該
農
薬
を
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
の
使
用

れ
る
家
畜
の
飼
料
の
用
に
供
さ
れ
る
農
作
物
に
当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
が
残

に
係
る
農
地
に
お
い
て
そ
の
使
用
後
一
年
以
内
に
通
常
栽
培
さ
れ
る
家
畜
の
飼

留
す
る
農
薬
（
そ
の
残
留
量
が
き
わ
め
て
微
量
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
毒
性
が
き

料
の
用
に
供
さ
れ
る
農
作
物
に
当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
が
残
留
す
る
こ
と
と

わ
め
て
弱
い
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
有
害
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除

な
る
も
の
（
そ
の
残
留
量
が
き
わ
め
て
微
量
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
毒
性
が
き
わ

く
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
農
作
物
等
を
給
与
し
た
家
畜
か
ら
生
産
さ
れ
る
畜
産

め
て
弱
い
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
有
害
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除

物
に
当
該
農
薬
の
成
分
物
質
等
が
残
留
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
当
該
畜
産
物

く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

が
食
品
衛
生
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
に
適
合
す
る
も
の
及

び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
量
と
し

て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
量
を
超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

三
・
四

(

略)

三
・
四

(
略)




